
開 催 日 時
2024年６月25日（火曜日）午前10時

（受付開始 午前９時30分）

開 催 場 所
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
東京証券会館９階会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

議決権行使期限
2024年６月24日（月曜日）午後５時30分まで

第101回
定時株主総会
招 集 ご 通 知

株主総会ご出席者へのお土産のご用意は
ございません。
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い
申し上げます。

証券コード 2114
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（証券コード2114）
2024年６月７日

（電子提供措置の開始日2024年６月３日）
株 主 各 位

東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 ６ 番 ７ 号

代表取締役社長 曾 我 英 俊

第101回 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第101回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第101回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト（https://www.fnsugar.co.jp/ir/stock-information/）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただきまして、2024年６月24日（月
曜日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

１．日 時 2024年６月25日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
２．場 所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号

東京証券会館９階会議室
３．株主総会の目的事項

報告事項 １．第101期（自
至
2023
2024

年
年

４
３

月
月

1
31

日
日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査

人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第101期（自
至
2023
2024

年
年

４
３

月
月

1
31

日
日）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎定時株主総会終了後、株主説明会の開催を予定しておりますので、引き続きご参加いただきますようお
願い申し上げます。

◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法
令および当社定款の規定に基づき、次の事項を除いております。なお、監査役および会計監査人は次の
事項を含む監査対象書類を監査しております。
・事業報告の「会社の体制および方針」のうち、「業務の適正を確保するための体制」
および「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただ
きます。
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「第101回定時株主総会招集ご通知」をご参照の上、以下のいずれかの方法にて議決権をご行使くださいま
すようお願い申し上げます。

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席の株主様

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
※�裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

株主総会開催日時

2024年6月25日（火）
午前10時

株主総会の議決権行使を事前に行使いただける株主様

議決権行使書用紙に賛否を記入し、
ご返送ください。議決権行使書面に
おいて、議案に賛否の表示がない場
合は、賛成の意思表示をされたもの
として取り扱わせていただきます。

郵送
2024年6月24日（月）
午後5時30分までに到着

行使期限

インターネット
議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）
にアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

2024年6月24日（月）
午後5時30分まで

行使期限

詳細は次ページをご覧ください。
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インターネットによる議決権行使のお手続きについて
インターネットにより議決権を行使される際は、次の事項をご確認の上、パソコン、スマートフォンなど
から、議決権行使サイトにアクセスし、画面の案内に従ってご行使くださいますようお願い申し上げま
す。

ご注意事項
⃝�午前２時30分から午前４時30分はご利用いただけません。
⃝�複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
（1）�議決権行使書用紙の郵送とインターネットの双方により

重複して議決権を行使された場合は、インターネット
による議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

（2）�インターネットにより複数回にわたり議決権を行使さ
れた場合は、最後に行使された内容を有効とさせてい
ただきます。

⃝�インターネット接続料、通信料等、議決権行使サイトへのア
クセスに際して発生する費用は株主様のご負担となります。

⃝ システム等に関するお問い合わせ ⃝

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（午前9時〜午後9時、通話料無料）

QRコードを読み取る方法
（スマートフォンなどから）

「ログインID」「パスワード」を
入力する方法

1�議決権行使サイトへアクセス
https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使サイトにお
いて、議決権行使書用
紙に記載された「ログ
インID」および「仮パ
スワード」をご入力く
ださい。

2ログイン

3�画面の案内に従い、議案の賛否をご入力くだ
さい。

2�画面の案内に従い、議案の賛否をご入力くだ
さい。

1�議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ってください。
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株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
当社は2023年11月28日に長期経営計画「NEXT VISION 2040」を発表いたしました。

さらに2024年4月30日には、その長期経営計画に伴う、第1次中期経営計画「CHANGE
2028」を発表いたしました。
当社は基幹である精糖事業を中心に機能性素材事業、不動産事業、その他食品事業の４事業

を展開しております。少子高齢化による食品業界の市場規模が伸び悩んでいる経営環境下、中
期経営計画においては「攻めへの転換」をスローガンとし、海外事業の推進、新規事業領域の
拡大、持続的成長を実現する積極投資、組織改革と人的資本経営、企業価値向上に向けた資本
政策という戦略を掲げ、持続可能な企業として更なる成長を目指してまいります。
その実現のために、当社は商号を変更いたしたく、定款第１条（商号）を変更し、効力発生

日等に関する附則を設けるものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総則 第１章 総則

（商号）
第１条 当会社は、フジ日本精糖株式会社

と称する。英文ではFuji Nihon
Seito Corporationと表示する。

（商号）
第１条 当会社は、フジ日本株式会社と称

する。英文ではFuji Nihon Corporation
と表示する。

（新 設） （附則）
定款第１条（商号）の変更は、2024年10月1
日をもって効力を生じるものとする。なお、
本附則は、定款第１条の変更の効力発生日経
過後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役7名選任の件
取締役全員7名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7

名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

そ が ひで とし
曾 我 英 俊

1981年４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社
2010年 6 月 ㈱JALUX 執行役員
2011年４月 双日㈱ 生活産業部門食料資源本部

食料事業部部長
2013年４月 双日豪州会社 代表取締役社長

双日ニュージーランド会社 代表取締役社長
2018年４月 双日食料㈱ 代表取締役社長
2021年６月 当社 取締役
2022年４月 双日食料㈱ 会長
2023年６月 太平洋製糖㈱ 取締役（現任）

ユニテックフーズ㈱ 取締役（現任）
㈱Tastable 取締役（現任）
当社 代表取締役社長（現任）

2023年７月 Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd. 取締役（現任）
2023年９月 FUJI NIHON (Thailand）Co.,Ltd. 取締役（現任）

DAY PLUS（THAILAND）Co.,Ltd. 取締役（現任）

0株（1 9 5 9 年
３月15日生）

再任

【取締役候補者とした理由】
国内外の企業の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験や
知識を活かし、2023年6月より代表取締役社長を務めております。これらの経験や実
績を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値向上に貢献することを期待し、
引き続き、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２

せき ね いく や
関 根 郁 也

（1 9 5 7 年
9月11日生）

再任

1981年４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社
2000年４月 同社 食料原料部担当部長
2001年４月 ㈱健勝苑 SC情報拡大部部長
2007年６月 双日㈱ 生活産業部門事業戦略推進室担当部長
2013年５月 同社 食料事業部担当部長
2016年４月 当社 砂糖本部副本部長
2016年９月 南栄糖業㈱ 取締役（現任）
2017年６月 当社 執行役員 砂糖本部副本部長
2019年６月 当社 上席執行役員 砂糖本部副本部長
2020年４月 当社 上席執行役員 砂糖本部本部長
2020年５月 協立食品㈱ 取締役
2020年６月 太平洋製糖㈱ 取締役（現任）

当社 取締役常務執行役員 砂糖本部
本部長（現任）

23,700株

【取締役候補者とした理由】
商社および当社砂糖部門における豊富な知識と経験を当社経営に活かすことを期待し、
引き続き、取締役候補者といたしました。

３

おお はし たか ひろ

大 橋 高 弘

（1 9 7 0年
9月９日生）

再任

1994年４月 日本精糖㈱ 入社
2012年７月 当社 管理本部経理部部長
2015年 5 月 協立食品㈱ 監査役
2019年 7 月 当社 管理本部副本部長
2022年 6 月 当社 執行役員 管理本部副本部長
2023年 6 月 当社 取締役執行役員 管理本部本部長
2024年 6 月 ユニテックフーズ㈱ 代表取締役社長（現任）

3,800株

【取締役候補者とした理由】
当社管理部門における長年の経験と幅広い見識を当社経営に活かすことを期待し、引
き続き、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

４

たか はし あき ひこ
髙 橋 明 彦

（1 9 5 5年
１月26日生）
再任 社外

1977年４月 鈴与㈱ 入社
2005年７月 同社 国際室専務付き特命事項担当部長
2005年11月 同社 物流企画室室長
2007年６月 SUZUYO(THAILAND)Ltd. President
2010年11月 鈴与㈱ 取締役
2011年11月 同社 常務取締役
2016年11月 同社 専務取締役
2018年11月 同社 取締役副社長（現任）
2020年６月 当社 取締役（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
鈴与㈱の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識から
の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き、社外取締役として選任
をお願いするものであります。

５

わ だ てつ よし

和 田 哲 義

（1 9 6 7年
3月14日生）
再任 社外

1989年４月 富士電機㈱ 入社
1997年６月 和田製糖㈱ 入社 江戸川工場次長
1998年６月 同社 取締役社長室長
2000年６月 同社 専務取締役江戸川工場長
2005年３月 同社 代表取締役社長（現任）
2006年５月 新和産業㈱ 代表取締役社長（現任）
2011年６月 トーホーサービス㈱ 取締役（現任）
2011年８月 ㈱ワダ 代表取締役社長（現任）
2015年10月 ㈱ノルレェイク・インターナショナル 取締役（現任）
2022年６月 当社 取締役（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
これまで培ってきた経営者としての経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監督と
有効な助言を期待し、引き続き、社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

６

はに はら まさ かず

埴 原 正 和

（1 9 6 4年
3月3日生）
再任 社外

1986年４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社
2018年 4 月 双日㈱ エネルギー・社会インフラ本部

環境インフラ事業部部長
2019年 7 月 双日ミライパワー㈱ 取締役
2021年 4 月 双日㈱ リテール・コンシューマー

サービス本部本部長補佐
2021年10月 双日インフィニティ㈱ 取締役（現任）
2023年 6 月 当社 取締役（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
これまで培ってきたビジネス経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、
引き続き、社外取締役として選任をお願いするものであります。

７

おお こし

大 越 い づ み

（1 9 6 4年
4月29日生）
新任 社外

1989年10月 ㈱社会工学研究所 入社
1995年 5 月 ワーナーランバート㈱ 入社
1998年１月 ㈱電通 入社
2020年３月 ㈱電通グループ 取締役（監査等委員）
2023年５月 東宝㈱ 取締役（現任）
2024年 4 月 ㈱チェンジホールディングス 執行役員（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
これまで培ってきたビジネス経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、
社外取締役として選任をお願いするものであります。

（注）１．髙橋明彦、和田哲義、埴原正和および大越いづみの各氏は社外取締役候補者であります。なお、髙
橋明彦、和田哲義の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。また、大越いづみ氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

２．当社と髙橋明彦、和田哲義および埴原正和の各氏は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定
する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める
最低責任限度額であります。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で当該責任限定契約
を継続する予定であります。また、大越いづみ氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、
同様の責任限定契約を締結する予定であります。

３．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し
責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、
当該保険契約により補填することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険
契約の被保険者となり、2024年12月に同内容で更新する予定であります。

４．大橋高弘氏は、2024年6月27日開催予定の㈱Tastable定時株主総会、2024年6月28日開催予定の
マ・マーマカロニ㈱定時株主総会での承認をもって、それぞれの会社の取締役に就任する予定であ
ります。
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５．埴原正和氏は、当社の議決権比率の30.4％を保有する主要株主である双日㈱においてリテール・コ
ンシューマーサービス本部担当顧問の役職にあります。また、当社と同社との間には商品供給等の
取引があります。

６．社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役または監査役に就任していた場合において、
その在任中に当該株式会社で不当な業務執行が行われた事実について
大越いづみ氏が株式会社電通グループの取締役監査等委員として在任中の2023年２月に東京

2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるテストイベントの入札事業に関して、同社の
子会社従業員１名が独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会から刑事告発され、東京地方検察庁に
より起訴されました。また、同法の両罰規定により、同社が法人として起訴されました。同氏は、
当該行為を事前に認識しておりませんでしたが、取締役会や監査等委員会において、日頃から法令
遵守等の観点から業務執行の監視・監督を適切に行っておりました。当該事案判明後は、社内によ
る調査および第三者調査委員会の設置等に関する適切性・妥当性の監督を行うとともに、グローバ
ルレベルでの企業文化・組織文化・社風の変革と醸成を重要課題として取り組むことに注力されま
した。

７．髙橋明彦氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって４年間であります。
８．和田哲義氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって２年間であります。
９．埴原正和氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって１年間であります。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役 藤田世潤氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選

任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

ふじ た せい じゅん
藤 田 世 潤

（1 9 5 4 年
３月25日生）
再任 社外

1977年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人
トーマツ）入所

1986年７月 藤田会計事務所開設
2000年６月 新創監査法人設立 代表社員
2006年４月 新創監査法人 理事長
2008年10月 新創パートナーズ税理士法人設立 代表社員
2021年 6 月 当社 監査役（現任）
2022年７月 銀座K.T.C税理士法人 社員（現任）

0株

【社外監査役候補者とした理由】
公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場で監査体制の強化に資する
ことを期待し、引き続き、社外監査役として選任をお願いするものであります。
なお、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記
の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
（注）１．候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

２．藤田世潤氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．当社と藤田世潤氏は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該
契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。同
氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。

４．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責
任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該
保険契約により補填することとしております。藤田世潤氏の選任が承認された場合、当該保険契約
の被保険者となり、2024年12月に同内容で更新する予定であります。

５．藤田世潤氏の社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって３年間であります。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いい

たしたいと存じます。
なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその

選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

はっ とり かず とし
服 部 一 利

（1 9 6 7 年
３月５日生）

1988年10月 サンワ・トーマツ青木監査法人 (現 有限
責任監査法人トーマツ) 入所

2005年 6 月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人
トーマツ）代表社員

2011年 4 月 早稲田大学大学院 非常勤講師（現任）
2018年 8 月 デロイトトーマツグループ 内部監査室室長
2022年11月 服部一利公認会計士事務所開設 所長（現任）
2024年 6 月 大東京信用組合 監事（現任）

0株

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
公認会計士の資格を有しており、企業会計や内部監査に関する豊富な経験と幅広い見識をもと
に、中立かつ客観的な立場で、当社の経営全般の監督に活かしていただきたく、補欠の社外監
査役候補者として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役と
して、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。
（注）１．候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

２．服部一利氏は補欠の社外監査役候補者であります。
３．服部一利氏が社外監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、損害賠償責任限度額は、同法第425条第１
項に定める最低責任限度額であります。

４．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責
任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該
保険契約により補填することとしております。服部一利氏が社外監査役に就任した場合は、当該保
険契約の被保険者に含まれることとなります。

５．服部一利氏が社外監査役に就任した場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満た
しており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上
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事 業 報 告

（2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過および成果
当期におけるわが国経済は、賃上げをはじめとした雇用や所得環境が改善するなか、インバウ

ンド消費の拡大もあり、引き続き回復傾向で推移しました。しかしながら、資源価格や原材料価
格の高騰、円安による物価上昇や金融市場の変動などにより、景気の先行きは依然として不透明
な状況となっております。
このような環境下、当社グループでは、新たに会社のパーパス「食を科学し世界をパワフル

に！（Make the world powerful with food science！）」を制定しました。持続可能な生
物資源から当社のフードサイエンス技術により新たな価値を創造し、世界をパワフルにしていく
ことを目指してまいります。
当期の当社グループの業績は、売上高25,889百万円（前年同期比14.2％増）、営業利益2,173

百万円（同19.8％増）、経常利益3,202百万円（同50.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利
益は2,370百万円（同41.7％増）の増収増益となりました。なお、当期において、営業外収益と
して、一般投資先より一過性の受取配当金を受領した結果、前年同期比で経常利益が大きく増加
しました。
セグメントの業績は次のとおりであります。

【精糖事業】
海外原糖市況は、ニューヨーク先物市場が期初22.35セント（1ポンド当たり）で始まり、タ

イ、インド等の北半球の生産国におけるエルニーニョ現象由来の干ばつによる減産見通しと、投
機筋の買い増しから28セント台まで上伸を続けました。その後、年末にかけてブラジルにおけ
る砂糖生産数量の大幅増産が確認されると20.03セントまで急落、投機筋の買戻しもあり24セ
ント台まで上伸しましたが、タイ、インドでの減産予測が緩和され、世界需給の緩和が意識され
たことで、再び値を下げ22.52セントで期末を迎えました。
一方、国内製品市況は、期初東京現物相場（日本経済新聞掲載）227円〜229円（上白大袋1

キログラム当たり）で始まりましたが、2023年7月に12円、2024年1月に10円上昇し、249
円〜251円で期末を迎えました。
製品の荷動きとしましては、インバウンド需要が徐々に回復したことにより、飲料・菓子・乳

製品関係が堅調に推移しましたが、価格高騰による買い控えもあり、販売数量はほぼ前期並みと
なりました。利益面では、原材料やエネルギーコストの高止まりや円安による製造コストや物流
コストが増加したものの、販売価格も連動して上昇した結果、増益となりました。
この結果、売上高13,254百万円（前年同期比13.5％増）、営業利益1,769百万円（同72.7％

増）の増収増益となりました。
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NY先物価格 月別平均相場（原糖）

東京現物 月別平均相場（上白大袋）
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【機能性素材事業】
機能性食品素材「イヌリン」は、原材料やエネルギーコストが高止まりするなか、国内販売に

おいては糖質オフ、機能性表示食品への採用増により、前期に比べ販売数量は増加しました。さ
らに、海外販売においては東南アジア向け販売が落ち込んだものの、生産拠点であるタイでの新
規採用が増加したことで前期に比べ販売数量が増加し、増収となりました。しかしながら、利益
面では、原材料コストの高騰などにより、減益となりました。
切花活力剤キープ・フラワーは、業務用製品の販売は前期並みでしたが、物価高による生花価

格の上昇を受け、家庭用製品の販売が減った結果、減収となりました。
連結子会社ユニテックフーズ株式会社は、主力商品であるペクチン、ゼラチン、コラーゲン等

の天然添加物素材の販売が伸長し、増収増益となりました。
これらの結果、売上高11,985百万円（前年同期比19.6％増）、営業利益901百万円（同17.1

％減）の増収減益となりました。
【不動産事業】
新規物件として、2023年9月旧本社跡地にビジネスホテル「東横INN茅場町駅」を建設し、

賃貸を開始しました。
この結果、売上高621百万円（前年同期比8.3％増）、営業利益553百万円（同3.7％増）の増

収増益となり、引き続き安定収益確保に貢献しました。
【その他食品事業】
その他食品事業につきましては、タイでの食品関連事業が中心でありますが、売上高28百万

円（前年同期比92.9％減）、営業利益2百万円（同84.0％減）の減収減益となりました。
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２．対処すべき課題
今後のわが国の経済は、少子高齢化による食品業界全体の市場規模が伸び悩んでいるなか、エ

ネルギー価格上昇による光熱費高騰、円安による原材料価格の上昇、物価上昇に伴う賃上げによ
る人件費の増加など、経営環境は厳しさを増しております。当社グループは、このような経営環
境に対応するため、2040年に向けた長期ビジョン「NEXT VISION 2040」を策定しました。
2024年度からスタートする第1次中期経営計画「CHANGE 2028」では、スローガンである
「攻めへの転換」を実行してまいります。

精糖事業につきましては、海外からの観光者も増え、国内の観光やイベントも復活し、消費は
回復傾向にあります。一方、加糖調製品や他甘味料の浸食、少子高齢化などによる砂糖の消費減
少傾向は続いております。当社グループは、引き続き営業体制強化を図り、品質管理を徹底して
製品の安定供給に取り組むことで顧客満足度を高め、堅実で安定した原材料仕入れを図りながら
さらなるコスト削減に努めてまいります。
機能性素材事業につきましては、機能性食品素材イヌリンの国内販売において、肌機能を含め

た新たな機能性による既存顧客の深耕および新規顧客獲得による販売数量拡大を図ってまいりま
す。海外販売においては、東南アジアでの商圏回復を目指すとともに、米国、インドなどの新た
な販路開拓を図ってまいります。また、連結子会社ユニテックフーズ株式会社では、ペクチンを
はじめとする既存の増粘多糖類の拡販をし、長年蓄積してきた技術力を活かして、海外での販路
開拓を目指してまいります。
不動産事業につきましては、引き続き、自社所有賃貸物件の維持管理による安定収益の確保に

努めてまいります。
以上のとおり、当社は各事業における収益力の一層の向上を図り、安定した収益体制を構築し

ながら、将来の中核となる新規事業、新製品を開発する投資やМ＆Ａを実行し、海外事業を積極
的に展開することで企業の活力を高めるように努める所存であります。
今後とも当社の企業理念の「夢のあるたくましい会社」を目指し、５つの経営方針に基づき株

主、取引先、社員の満足度を高め、食文化による豊かな生活づくりを通じて社会に貢献し、人材
を育成して会社の価値を高めることにさらなる努力をしてまいります。

経営方針
① 顧客第一主義の徹底
② 会社の発展と共に社員が成長する企業文化の形成
③ 公正で透明性のある企業活動の推進
④ 社会に評価される企業価値の向上
⑤ 社会に貢献する企業市民活動の充実
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３．設備投資および資金調達の状況
当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は274百万円であり、取得した主な設備は次の

とおりであります。
Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd. イヌリン製造脱塩設備 123百万円

上記の所要資金は、主として自己資金を充当いたしました。

４．財産および損益の状況の推移

区 分
2020年度
第 98 期

2021年度
第 99 期

2022年度
第 100 期

2023年度
第 101 期
（当期）

売 上 高（百万円） 18,992 20,096 22,677 25,889
経 常 利 益（百万円） 1,771 1,917 2,124 3,202
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 1,198 1,614 1,672 2,370
１株当たり当期純利益（円） 44.63 60.11 62.30 88.27
総 資 産（百万円） 23,475 24,745 28,256 32,419
純 資 産（百万円） 18,246 19,712 21,514 23,851
（注）１．第99期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用して

おり、第99期以降の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載
しております。

２．１株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。
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５．重要な親会社および子会社の状況
（1）親会社の状況

該当事項はありません。
（2）重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主要な事業内容

協立食品㈱ 20百万円 100％ 砂糖、食料品の販売
不動産の保守管理

ユニテックフーズ㈱ 300百万円 100％ 食品添加物、農産加工品、
機能性素材等の加工、販売

Fuji Nihon Thai Inulin
Co.,Ltd. 370百万バーツ 100％ 機能性食品素材「イヌリン」の

製造販売
FUJI NIHON
（Thailand）Co.,Ltd. ２百万バーツ 49％ 機能性食品素材「イヌリン」

および各種食品に関する事業等
UNITEC FOODS
KOREA Co.,Ltd. 300百万ウォン 100％

（100％）
食品添加物の製造・販売
食品原料の輸出入

㈱Tastable 160百万円 70％
（60％）

差別化されたコンセプト食品
（最終加工商品）の開発、設計、
販売

（注）「当社の議決権比率」欄の（ ）内は間接所有の議決権比率（内数）であります。

６．主要な事業内容（2024年３月31日現在）
当社グループは、精糖事業（精製糖、砂糖関連製品の製造販売）のほか機能性素材事業（イ

ヌリン、カテキン製剤などの食品添加物、切花活力剤の製造販売、ペクチン等の機能性食品素
材の仕入販売）および不動産事業を主たる業務として行っております。
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７．主要な営業所および工場（2024年３月31日現在）
（1）当社

本社……東京都中央区
工場……静岡県静岡市
上記のほか、関連会社の太平洋製糖㈱において精製糖の生産を委託しておりま
す。

（2）子会社
協立食品㈱………………………………………東京都中央区
ユニテックフーズ㈱……………………………東京都中央区
Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.
本社………………………………………………タイ王国バンコク都
工場………………………………………………タイ王国ラチャブリ県
FUJI NIHON（Thailand）Co.,Ltd. ………タイ王国バンコク都
UNITEC FOODS KOREA Co.,Ltd. ………大韓民国仁川広域市
㈱Tastable ……………………………………東京都中央区

８．従業員の状況（2024年３月31日現在）
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

234名 20名増
（注）従業員数には、嘱託等17名および準社員4名は含んでおりません。

９．主要な借入先（2024年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

㈱ み ず ほ 銀 行 1,056百万円
㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 816
㈱ 三 井 住 友 銀 行 672
㈱ 静 岡 銀 行 316
㈱ 清 水 銀 行 100
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Ⅱ．会社の株式に関する事項（2024年３月31日現在）
１．発行可能株式総数 110,000,000株
２．発行済株式の総数 29,748,200株（自己株式2,896,393株を含む）
３．株 主 数 21,409名
４．大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
双 日 ㈱ 8,153 千株 30.36 ％

和 田 製 糖 ㈱ 2,455 9.14
鈴 与 ㈱ 1,902 7.09
豊 田 通 商 ㈱ 1,229 4.58
㈱ 静 岡 銀 行 792 2.95
㈱ 榎 本 武 平 商 店 758 2.82
小 倉 運 輸 ㈲ 669 2.49
新 潟 県 砂 糖 卸 荷 受 商 業 協 同 組 合 600 2.23
㈱ サ カ タ の タ ネ 563 2.10
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 ㈱ 447 1.67

（注）持株比率は自己株式（2,896千株）を控除して計算しております。
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Ⅲ．会社役員に関する事項
１．取締役および監査役に関する事項（2024年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
取 締 役 会 長 櫻 田 誠 司 ユニテックフーズ㈱ 取締役

マ・マーマカロニ㈱ 取締役

代表取締役社長 曾 我 英 俊

ユニテックフーズ㈱ 取締役
Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd. 取締役
FUJI NIHON（Thailand）Co.,Ltd. 取締役
㈱Tastable 取締役
DAY PLUS（THAILAND）Co.,Ltd. 取締役
太平洋製糖㈱ 取締役

取 締 役 関 根 郁 也
常務執行役員砂糖本部本部長
協立食品㈱ 取締役
太平洋製糖㈱ 取締役
南栄糖業㈱ 取締役

取 締 役 大 橋 高 弘 取締役執行役員管理本部本部長
協立食品㈱ 監査役

取 締 役 髙 橋 明 彦 鈴与㈱ 取締役副社長

取 締 役 和 田 哲 義

和田製糖㈱ 代表取締役社長
㈱ワダ 代表取締役社長
新和産業㈱ 代表取締役社長
トーホーサービス㈱ 取締役
㈱ノルレェイク・インターナショナル 取締役

取 締 役 埴 原 正 和 双日㈱ リテール・コンシューマーサービス本部本部長補佐
双日インフィニティ㈱ 取締役

監 査 役（常勤） 梶 田 伸 哉 ユニテックフーズ㈱ 監査役
太平洋製糖㈱ 監査役

監 査 役 藤 田 世 潤 銀座K.T.C税理士法人 社員
監 査 役 二 宮 照 興 丸市綜合法律事務所

㈱東京エネシス 社外取締役（監査等委員）
（注）１．取締役のうち髙橋明彦、和田哲義および埴原正和の各氏は社外取締役であります。なお、当社は、

髙橋明彦、和田哲義の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。

２．監査役のうち藤田世潤、二宮照興の両氏は社外監査役であります。なお、当社は、両氏を東京証券
取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．監査役藤田世潤氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を
有するものであります。

４．2023年6月23日開催の第100回定時株主総会において、大橋高弘、埴原正和の両氏は取締役に新た
に選任され、就任いたしました。

５．2023年6月23日開催の第100回定時株主総会において、二宮照興氏は監査役に新たに選任され、就
任いたしました。

６．2023年6月23日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって、取締役吉水あつ子氏は任期満了に
より退任いたしました。

７．2023年6月23日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって、監査役上平徹氏は任期満了により
退任いたしました。
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２．役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に

関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある
損害を、当該保険契約により補填することとしております。ただし、故意又は重過失に起因
して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社および子会社の取締役、監査役および執行

役員であり、保険料は全額当社が負担しております。

３．取締役および監査役の報酬等
（1）取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の報酬等について、判断の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を
含む役員報酬委員会を設置しております。当社は「取締役報酬の方針」について、役員報酬
委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により定めております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、役員報酬委員会が、

取締役の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性等を確認した上で、答申しているため、
取締役会も基本的にその答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿う
ものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の具体的な内容については、業績連動報酬として各事業年度の

連結売上高、連結営業利益、連結税金等調整前当期純利益の予算達成度等を評価することと
しております。当該指標を選定した理由は、当社は企業価値の持続的な向上を図るために
は、総合的な収益力の向上が重要であると判断しているためです。当事業年度における当該
指標の連結実績は、売上高25,889百万円、営業利益2,173百万円、税金等調整前当期純利
益3,066百万円となりました。
また、固定報酬として代表取締役社長を100とする連動方式による職位別年間固定報酬を

定めております。その結果、報酬構成割合は、標準的な業績の場合、おおよそ「固定報酬：
業績連動報酬＝70％：30％」となります。
なお、監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで

構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
（2）取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬の額は、2019年６月18日開催の第96回定時株主総会において年額
144,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内）と決議しております（使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は
７名（うち、社外取締役は３名）です。
監査役の報酬の額は、2014年６月18日開催の第91回定時株主総会において年額36,000

千円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。
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（3）取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 対象となる
役員の員数固定報酬 業績連動報酬

取 締 役
（うち社外取締役）

79,013千円
（15,486千円）

76,080千円
（15,486千円）

2,932千円
（ − ）

８名
（３名）

監 査 役
（うち社外監査役）

25,757千円
（7,296千円）

25,757千円
（7,296千円）

−
（ − ）

４名
（３名）

合 計
（うち社外役員）

104,770千円
（22,782千円）

101,837千円
（22,782千円）

2,932千円
（ − ）

１２名
（６名）

（注）１．報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与および賞与は含まれておりません。
２．上記の取締役の支給人員には、2023年６月23日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって退

任した取締役1名、監査役1名を含んでおります。
３．当社は2016年6月22日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の退職慰

労金制度を廃止し、第93回定時株主総会終結後引き続き在任する取締役および監査役に対しては、
制度廃止までの在任期間に対応するものとして退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議し
ました。これに基づき、上記のほか、当期中に退任した取締役1名に対し3,200千円の退職慰労金を
支給しております。
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４．社外役員に関する事項
（1）他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該法人等との関係
区 分 氏 名 兼 職 先 兼職内容 当該他の法人等との関係

取 締 役 髙 橋 明 彦 鈴 与 ㈱ 取 締 役 副 社 長

鈴与㈱は、当社の株式を保
有する大株主であり、当社
との間には、製品等の運
送・保管等の取引関係があ
ります。

取 締 役 和 田 哲 義

和 田 製 糖 ㈱ 代表取締役社長

和田製糖㈱は、当社の株式
を保有する大株主であり、
当社との間には、製品の製
造受委託等の取引関係があ
ります。

㈱ ワ ダ 代表取締役社長
㈱ワダは、当社の株式を保
有する株主であり、当社と
の間には、商品の仕入の取
引関係があります。

新 和 産 業 ㈱ 代表取締役社長
新和産業㈱と当社との間に
は、特別な関係はありませ
ん。

トーホーサービス㈱ 取 締 役
トーホーサービス㈱と当社
との間には、特別な関係は
ありません。

㈱ノルレェイク・インターナショナル 取 締 役
㈱ノルレェイク・インター
ナショナルと当社との間に
は、特別な関係はありませ
ん。

取 締 役 埴 原 正 和
双 日 ㈱ リテール・コンシューマーサービス本部

本 部 長 補 佐

双日㈱は、当社の株式を保
有する大株主であります。
また、当社との間には、商
品供給等の取引関係があり、
同社は特定関係事業者です。

双日インフィニティ㈱ 取 締 役
双日インフィニティ㈱と
当社との間には、特別な関
係はありません。

監 査 役 藤 田 世 潤 銀座K.T.C税理士法人 社 員
銀座K.T.C税理士法人と当社
との間には、特別な関係は
ありません。

監 査 役 二 宮 照 興
丸市綜合法律事務所

丸市綜合法律事務所と当社
との間には、特別な関係は
ありません。

㈱ 東 京 エ ネ シ ス 取 締 役
（監査等委員）

㈱東京エネシスと当社との
間には、特別な関係はあり
ません。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役および社外監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法

第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

（3）社外役員の主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 髙 橋 明 彦 当期開催の取締役会12回全てに出席し、議案審議等に必
要な発言を適宜行っております。

取 締 役 和 田 哲 義 当期開催の取締役会12回全てに出席し、議案審議等に必
要な発言を適宜行っております。

取 締 役 埴 原 正 和 2023年6月23日就任後開催の取締役会10回全てに出席
し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 藤 田 世 潤
当期開催の取締役会12回全てに出席し、また、当期開催
の監査役会14回全てに出席しております。主に公認会計
士としての立場からの発言を行っております。

監 査 役 二 宮 照 興
2023年6月23日就任後開催の取締役会10回のうち9回に
出席し、また、2023年6月23日就任後開催の監査役会
11回のうち10回に出席し、議案審議等に必要な発言を適
宜行っております。

（4）社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
当社は、より広い視点からの意見を経営の意思決定に反映させるべく、社外取締役を登用

しております。社外取締役には、それぞれが培ってきた豊富な経験と幅広い知識を活かし、
当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただ
くことを期待しております。
区 分 氏 名 果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 髙 橋 明 彦 これまで培ってきた経営者としての経験、幅広い知見に
基づいた発言を取締役会において適宜行っております。

取 締 役 和 田 哲 義
その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識
からの視点に基づく発言を取締役会において適宜行って
おります。

取 締 役 埴 原 正 和 これまで培ってきたビジネス経験に基づいた発言を取締役
会において適宜行っております。
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Ⅳ．会計監査人に関する事項
１．会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

２．会計監査人の報酬等の額
区 分 支払額

（1）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 41,750千円
（2）当社および当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 44,750千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区別できないため、（1）の支払額にはこれらの合計額
を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年
度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人
の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査
人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）で

ある「財務報告に関連する内部統制の評価範囲の見直しに係るアドバイザリー業務」に対し
3,000千円支払っております。

４．子会社の監査に関する事項
当社の連結子会社であるFuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.は、タイにおいてKPMGメン

バーファームに対し、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。

５．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合には、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、
監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。
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Ⅴ．会社の体制および方針
１．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、厳しい業界環境下、安定的な経営成績の確保、強固な経営基盤の確立に努め、株主
の皆様に対しては、安定的な利益還元の継続や自己株式の取得等の資本政策による株主価値の
向上を経営の重要課題としております。配当政策につきましては、安定的な配当の実施を基本
方針としておりますが、業績に応じた内部留保の充実等も含めて総合的に判断することとして
おります。
配当につきましては、当期の業績ならびに財務体質の強化と事業拡大に必要な内部留保の充

実等を勘案した上で、2024年５月21日開催の取締役会決議により、年間配当金32円（1株当
たり）とし、中間配当金15円（1株当たり）を差し引いた17円（１株当たり）を当期の期末
剰余金の配当とさせていただきました。これによる期末配当金の総額は456,480,719円とな
りました。
また、その他に繰越利益剰余金を700百万円減少させ別途積立金に700百万円積立てる剰余

金の処分を行いました。

（注）１．本事業報告中の記載金額および株式数は表示単位未満を切り捨てております。
２．売上高他の記載金額には消費税等は含まれておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 16,921,003 流 動 負 債 6,498,520
現 金 及 び 預 金 5,274,800 買 掛 金 2,053,131
受取手形、売掛金及び契約資産 4,145,574 短 期 借 入 金 3,096,800
商 品 及 び 製 品 3,835,520 未 払 法 人 税 等 349,434
仕 掛 品 152,729 未 払 消 費 税 等 37,678
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,475,543 賞 与 引 当 金 173,538
リ ー ス 投 資 資 産 954,138 そ の 他 787,936
そ の 他 1,085,800
貸 倒 引 当 金 △3,103 固 定 負 債 2,069,203

繰 延 税 金 負 債 1,412,885
固 定 資 産 15,498,114 資 産 除 去 債 務 92,047
有 形 固 定 資 産 3,425,487 そ の 他 564,269
建 物 及 び 構 築 物 356,558 負 債 合 計 8,567,723
機械装置及び運搬具 370,402 純 資 産 の 部
土 地 2,527,435 株 主 資 本 20,517,930
そ の 他 171,091 資 本 金 1,524,460
無 形 固 定 資 産 55,593 資 本 剰 余 金 2,102,408
そ の 他 55,593 利 益 剰 余 金 17,608,463
投資その他の資産 12,017,033 自 己 株 式 △717,401
投 資 有 価 証 券 9,654,764 その他の包括利益累計額 3,307,388
長 期 貸 付 金 1,904,663 その他有価証券評価差額金 3,280,889
退職給付に係る資産 126,532 為替換算調整勘定 5,591
そ の 他 344,185 退職給付に係る調整累計額 20,907
貸 倒 引 当 金 △13,112 非 支 配 株 主 持 分 26,076

純 資 産 合 計 23,851,394
資 産 合 計 32,419,118 負 債 ・ 純 資 産 合 計 32,419,118

2024年05月23日 16時58分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



― 29 ―

連 結 損 益 計 算 書

（自
至
2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 25,889,553
売 上 原 価 19,613,514
売 上 総 利 益 6,276,038
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,102,652
営 業 利 益 2,173,386
営 業 外 収 益

受 取 利 息 33,768
受 取 配 当 金 911,725
為 替 差 益 22,271
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 82,783
そ の 他 20,414 1,070,963

営 業 外 費 用
支 払 利 息 41,331
そ の 他 234 41,565

経 常 利 益 3,202,783
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 649 649
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 18,973
解 体 撤 去 費 用 117,645 136,618

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,066,815
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 715,147
法 人 税 等 調 整 額 19,237 734,385

当 期 純 利 益 2,332,429
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △37,704
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,370,133
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貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 9,573,787 流 動 負 債 1,958,469
現 金 及 び 預 金 4,244,988 買 掛 金 527,724
受取手形、売掛金及び契約資産 1,613,005 短 期 借 入 金 450,000
商 品 及 び 製 品 770,684 未 払 金 37,206
仕 掛 品 114,486 未 払 費 用 496,025
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,309,311 未 払 法 人 税 等 279,876
前 払 費 用 29,778 未 払 消 費 税 等 29,984
短 期 貸 付 金 975,400 前 受 金 49,241
リ ー ス 投 資 資 産 474,631 預 り 金 17,653
そ の 他 43,012 賞 与 引 当 金 70,757
貸 倒 引 当 金 △1,511

固 定 負 債 1,994,265
固 定 資 産 15,460,752 繰 延 税 金 負 債 1,404,077
有 形 固 定 資 産 2,864,747 預 り 保 証 金 545,790
建 物 225,140 資 産 除 去 債 務 36,523
構 築 物 25,828 そ の 他 7,875
機 械 装 置 44,739 負 債 合 計 3,952,734
車 輌 運 搬 具 4,964 純 資 産 の 部
工 具 器 具 備 品 36,637 株 主 資 本 17,800,916
土 地 2,527,435 資 本 金 1,524,460
無 形 固 定 資 産 18,372 資 本 剰 余 金 2,419,662
借 地 権 2,438 資 本 準 備 金 2,366,732
施 設 利 用 権 1,948 そ の 他 資 本 剰 余 金 52,930
ソ フ ト ウ ェ ア 13,985 利 益 剰 余 金 14,574,195
投資その他の資産 12,577,632 利 益 準 備 金 334,865
投 資 有 価 証 券 7,199,838 そ の 他 利 益 剰 余 金 14,239,330
関 係 会 社 株 式 2,540,774 研 究 開 発 積 立 金 100,000
出 資 金 400 別 途 積 立 金 11,790,000
長 期 貸 付 金 2,512,126 繰 越 利 益 剰 余 金 2,349,330
そ の 他 362,206 自 己 株 式 △717,401
貸 倒 引 当 金 △37,713 評価・換算差額等 3,280,889

その他有価証券評価差額金 3,280,889
純 資 産 合 計 21,081,805

資 産 合 計 25,034,540 負 債 ・ 純 資 産 合 計 25,034,540
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損 益 計 算 書

（自
至
2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 15,947,069
売 上 原 価 12,267,361
売 上 総 利 益 3,679,707
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,215,855
営 業 利 益 1,463,852
営 業 外 収 益

受 取 利 息 37,576
受 取 配 当 金 979,469
為 替 差 益 17,494
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 8,536
債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 益 54,896
そ の 他 20,481 1,118,453

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,054
そ の 他 661 2,715

経 常 利 益 2,579,590
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 774 774
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 15,619
解 体 撤 去 費 用 117,645 133,264

税 引 前 当 期 純 利 益 2,447,100
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 583,414
法 人 税 等 調 整 額 25,973 609,388

当 期 純 利 益 1,837,712
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年５月16日

フジ日本精糖株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 箕 輪 恵 美 子
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 片 山 行 央

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、フジ日本精糖株式会社の2023年4月1日から

2024年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、フジ日本精糖株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年５月16日

フジ日本精糖株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 箕 輪 恵 美 子
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 片 山 行 央

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、フジ日本精糖株式会社の2023年4月1日か

ら2024年3月31日までの第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第101期事業年度における取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり
報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査実施計画及び職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査実施計画及び職務の分
担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、
会計監査人と協議を行うとともにその監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月21日
フジ日本精糖株式会社 監査役会

常勤監査役 梶 田 伸 哉 ㊞
社外監査役 藤 田 世 潤 ㊞
社外監査役 二 宮 照 興 ㊞

（注） 監査役藤田 世潤及び監査役二宮 照興は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監
査役であります。

以 上
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第101回定時株主総会
その他の電子提供事項
（交付書面省略事項）

業務の適正を確保するための体制
および当該体制の運用状況
連結株主資本等変動計算書
株主資本等変動計算書

連結計算書類の連結注記表
計算書類の個別注記表

（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

上記の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、インターネット
上の当社ウェブサイト（https://www.fnsugar.co.jp/）に掲載することにより株
主の皆様に提供しております。
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Ⅰ．会社の体制および方針
１．業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制について、取締役会で決議した内容は以下のとおりでありま
す。

（1）当社の取締役の職務および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制

① 取締役および使用人は、法令および定款等の遵守はもとより、当社が定める企業理念お
よび行動憲章に則り、誠実に職務を遂行しなければならない。

② コンプライアンス全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とするコンプラ
イアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス体制の推進と充実を図る。

③ コンプライアンスの推進については、「コンプライアンスプログラム」を制定し、役員
および使用人等がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え、マニュ
アルの配布や啓発および教育を通じて指導する。

④ 代表取締役社長直轄の監査部は、内部監査に関する社内規程に基づき業務執行状況の監
査および報告を行う。

（2）取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係わる情報については、取締役会規程および文書管理規程に
基づき、保存媒体に応じて適切に保存管理する。

（3）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理については、リスク管理基本方針に則り、代表取締役社長を委員長とする危

機管理委員会において、危機管理規程に基づいたリスクの管理を行うとともに、リスク
の評価・管理体制の構築を行う。

② 災害、事故、不測の事態が発生した場合には、危機対策委員会を設置して、必要な対策
を講じる。

（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会を原則月に１回開催する。また必要に応じ臨時取締役会を開催し、機動的な意

思決定を行う。
② 執行役員制を導入することにより、権限と責任を明確にし、意思決定の迅速化を図ると

ともに、業務遂行の効率性を図る。
③ 職務権限規程等の社内規程に基づき、意思決定の対象範囲と決裁基準等を明確にし、責

任の所在を明らかにするとともに業務の効率的な執行を実現する。
④ 中期経営計画および単年度予算を策定し、目標達成に向け具体策を立案・実行する。
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（5）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社および子会社のコンプライアンス体制の構築を図り、役員および使用人等に対して

企業倫理・法令および定款の遵守を指導することにより、公正かつ適正な業務運営の実
現を図る。

② 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業目的を遂行するよう指導、助成し、相互の
利益を増進する。また、重要案件についての取り扱いや報告等ルールに関して、関係会
社管理規程に定め、グループ経営の一体性を確保するため主管部門を設置して、円滑な
運営の指導にあたる。

③ 監査部は、子会社を含めた業務全般に関する監査を行う。
④ 当社グループの信頼性のある財務報告を作成するために、内部統制委員会を設置し、整

備、運用状況を評価し改善を推進する。
（6）当社の子会社の取締役等の職務の執行に係わる事項の報告に関する体制および当社の子会

社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 関係会社管理規程に基づき、子会社は営業成績、財務状況その他の重要な情報について

当社へ定期的な報告を行う。
② 子会社のリスク管理については、関係会社管理規程に基づき、主管部門にて指示・情報

伝達を行いリスクの把握・管理を行う。
（7）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、および当該使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項

① 監査役から求められた場合には、監査役と協議のうえ合理的な範囲で監査役の職務を補
助する使用人を任命することとする。

② 当該使用人の任命、評価および異動などにおいて監査役の事前の同意を得る事により、
取締役からの独立性を確保するものとする。

③ 監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令に
従うことを原則とする。

（8）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 子会社の社内規程等に基づき、意思決定の対象範囲と決裁基準等を明確にすることによ

り、責任の所在を明らかにするとともに業務の効率的な執行を実現する。
② 中期経営計画および単年度予算を策定し、目標達成に向け具体策を立案・実行する。

（9）当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告するための体制
① 取締役会、その他重要な会議において取締役および使用人は随時担当業務の報告を行

う。
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② 監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会の
他、常勤役員会などの重要な会議に出席することができる。

③ 監査役には、稟議書他社内の重要書類を回付する。
④ 監査役は、代表取締役との定期的な会合、取締役および執行役員と必要に応じたレビュ

ーを実施する他、会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士および監査部等との連携を図
る。

（10）当社の子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報
告するための体制

① 当社グループの役職員は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求め
られたときは、速やかに適切な報告を行う。

② 当社グループの役職員は、法令他の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害
を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社監査役に対して報
告を行う。

（11）報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するため
の体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたこと
を理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周
知徹底する。

（12）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制および監査役の職務の執行に
ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

① 監査役と代表取締役とは、定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題ならびに監査上
の重要事項等について意見交換し、相互認識を深めるものとする。

② 監査役と会計監査人は、定期的会合を持ち、監査上の重要課題について意見を交換し、
相互認識を深めるものとする。

③ 監査役は監査部と緊密な連携を保つと共に、企画管理部その他各部に対しても、必要に
応じ、協力を求めることができる。

④ 当社は、監査役がその職務について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払
い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務
が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用ま
たは債務の処理を行う。

（13）反社会的勢力を排除するための体制
当社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本に反社会勢力の排除に向け、市
民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは関係を持たず、不当、不
要な要求には一切応じないことをフジ日本精糖行動憲章に定める。
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社の当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとお

りであります。
（1）コンプライアンス

代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を開催し、コンプライアンス
に関する重要事項などに関し、担当部署から報告を受けております。また、全役職員へコ
ンプライアンスに関するマニュアルを配布し周知するとともに、入社時研修にてコンプラ
イアンスに関する教育を実施するなどして、コンプライアンス意識の向上に取り組みまし
た。なお、全役職員に対し、コンプライアンス推進委員会の活動内容等について、年に１
回報告を行っております。また、当社はコンプライアンス推進規程に基づき、内部通報窓
口を設置しており、担当部門によって適切に運用を行っております。

（2）取締役の職務執行
取締役会規程に基づき取締役会を開催し、取締役会は法令または定款に定められた事項お
よび経営上重要な事項の決議を行うとともに、職務執行の監督を行っております。また、
社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化しておりま
す。なお、当事業年度においては、取締役会を12回開催しております。

（3）内部監査の実施
監査部が内部監査計画に基づき、当社ならびに当社子会社における業務の適正性や法令遵
守状況等に関する内部監査を実施しております。また、それぞれの検証結果を内部統制報
告書として代表取締役および常勤監査役に対し報告を行っております。

（4）監査役の職務執行
監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されております。当事業年度におい
ては、14回開催されており、常勤監査役からの会社の状況に関する報告および監査役相
互による意見交換等が行われております。また、監査役は、取締役会を含む重要な会議へ
の出席や代表取締役、会計監査人および監査部と定期的な情報交換を行い、取締役の職務
の執行について監視をしております。
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連結株主資本等変動計算書

（自
至
2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 1,524,460 2,102,408 16,097,588 △717,366 19,007,090
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △859,258 △859,258
親会社株主に帰属
する当期純利益 2,370,133 2,370,133
自己株式の取得 △35 △35
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 1,510,875 △35 1,510,839
当 期 末 残 高 1,524,460 2,102,408 17,608,463 △717,401 20,517,930

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 2,483,766 3,373 △43,803 2,443,337 63,780 21,514,208
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △859,258
親会社株主に帰属
する当期純利益 2,370,133
自己株式の取得 △35
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 797,122 2,217 64,711 864,051 △37,704 826,346

当 期 変 動 額 合 計 797,122 2,217 64,711 864,051 △37,704 2,337,186
当 期 末 残 高 3,280,889 5,591 20,907 3,307,388 26,076 23,851,394
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株主資本等変動計算書

（自
至
2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日） （単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 1,524,460 2,366,732 52,930 2,419,662
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
別途積立金の積立
当 期 純 利 益
自己株式の取得
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ―

当 期 末 残 高 1,524,460 2,366,732 52,930 2,419,662

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計利 益

準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益

剰余金
合 計研究開発

積 立 金
別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 334,865 100,000 10,990,000 2,170,876 13,595,741 △717,366 16,822,498

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △859,258 △859,258 △859,258

別途積立金の積立 800,000 △800,000 ― ―

当 期 純 利 益 1,837,712 1,837,712 1,837,712

自己株式の取得 △35 △35

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 800,000 178,453 978,453 △35 978,418

当 期 末 残 高 334,865 100,000 11,790,000 2,349,330 14,574,195 △717,401 17,800,916
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（単位：千円）
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 2,483,766 2,483,766 19,306,265
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △859,258
別途積立金の積立 ―
当 期 純 利 益 1,837,712
自己株式の取得 △35
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 797,122 797,122 797,122

当 期 変 動 額 合 計 797,122 797,122 1,775,540
当 期 末 残 高 3,280,889 3,280,889 21,081,805
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連結注記表
Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 ６社

協立食品㈱
ユニテックフーズ㈱
Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.
FUJI NIHON（Thailand）Co.,Ltd.
UNITEC FOODS KOREA Co.,Ltd.
㈱Tastable

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用関連会社の数 ５社

太平洋製糖㈱
マ・マーマカロニ㈱
南栄糖業㈱
DAY PLUS（THAILAND）Co.,Ltd.
上海唯霓食品有限公司
なお、上海唯霓食品有限公司は、当連結会計年度において設立し、関連会社と

なったため、持分法適用の範囲に含めております。
（2）持分法適用会社の事業年度に関する事項

持分法適用会社のうち、DAY PLUS（THAILAND）Co.,Ltd.及び上海唯霓食品有限
公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては同日現在の
計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な差異については連結上必要な調
整を行っております。また、南栄糖業㈱の決算日は６月30日であります。連結計算
書類の作成にあたっては、12月31日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用
しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行
っております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、FUJI NIHON（Thailand）Co.,Ltd.の決算日は12月31日であり

ます。連結計算書類の作成にあたっては同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との
間に生じた重要な差異については連結上必要な調整を行っております。なお、その他連
結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

② 棚卸資産
商 品 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切下げの方法）によっております。
製品、仕掛品、原材料 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっております。
貯 蔵 品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっております。
③ デリバティブ

時価法によっております。
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
当社及び国内連結子会社は、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。
また、在外連結子会社については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 13〜50年
機械装置及び運搬具 ８〜10年

② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、自社利用のソフトウェア５年であります。

（3）ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。

（4）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。

2024年05月23日 16時58分 $FOLDER; 49ページ （Tess 1.50(64) 20240402_01）



― 49 ―

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当連結会計

年度負担額を計上しております。
（5）収益及び費用の計上基準

① 収益の認識方法
当社グループは、顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを認識し、これ

を取引単位として履行義務を識別しております。
履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、自らの履行義務の

性質が、特定された財又はサービスを移転する前に支配し自ら提供する履行義務で
ある場合には、本人として収益を対価の総額で連結損益計算書に表示しており、特
定された財又はサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務
である場合には、代理人として収益を手数料又は報酬の額もしくは対価の純額で連
結損益計算書に表示しております。
取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に当社グループが権

利を得ると見込んでいる対価の金額であり、当社グループが第三者のために回収す
る額を除いております。また、顧客から取引の対価は、財又はサービスを顧客に移
転する時点から概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりませ
ん。

② 主な取引における収益の認識
① 商品及び製品販売に係る収益

当社グループでは、精製糖及び液糖、食品添加物、切花活力剤、機能性食品素
材、製パンなどの販売を行っております。これら商品及び製品販売に係る収益に
ついては、引き渡し時点において、顧客が当該商品や製品に対する支配を獲得、
履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

② サービス及びその他の販売に係る収益
サービス及びその他の販売に係る収益には、不動産事業における不動産賃貸収

入、受託加工などの収益が含まれております。顧客へ移転することを約束したサ
ービスの識別を行い、個別に会計処理される履行義務を識別し、履行義務が要件
を満たす場合に限り、その基礎となるサービスの履行義務の充足を一時点又は一
定期間にわたり認識しております。
なお、これら収益は、顧客との契約において約束された対価、値引、割戻、そ

の他顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものでないと判
断された対価を控除した金額で測定しております。

（6）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度より損益処理することとしております。

（7）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、各社決算日
の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における「為替換算調整勘定」及び「非支配株主持分」に
含めております。

（8）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等については振当処理により、特

例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金の利息

③ ヘッジ方針
主として原料糖の輸入取引に係る為替変動リスクを回避するために、外貨建金銭

債権債務の残高の範囲内で、また、借入金の金利変動リスクを回避するために借入
金残高の範囲内で、それぞれヘッジ取引を行っております。
また、デリバティブ取引の利用にあたっては、当社デリバティブ管理規程に従い

行っております。
なお、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ有効性の判定は、原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間

において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段
の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎
として判断しております。
なお、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、その判定

をもって有効性の評価を省略しております。
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Ⅱ 収益認識に関する注記
１．収益の分解

当社グループでは、精糖事業、機能性素材事業、不動産事業及びその他食品事業を営
んでおり、各事業の主な財又はサービスの種類及び売上高は以下のとおりであります。

（単位：千円）
事業名 財又はサービスの種類 売上高

精糖事業 精製糖、砂糖関連製品 13,254,182
機能性素材事業 食品添加物 183,561

機能性食品 11,555,570
切花活力剤 246,607

不動産事業 不動産賃貸等 621,048
その他食品 パン類等 28,582

（※）不動産事業は、顧客との契約から生じる収益ではない、その他の収益であります。
２．収益を理解するための基礎となる情報

「Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項（5）収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりであります。

Ⅲ 会計上の見積りに関する注記
１．機能性食品セグメントにおけるイヌリン商品及び製品、並びに仕掛品の評価
（1）連結計算書類に計上した金額

商品及び製品 675,733千円
仕掛品 38,279千円
なお、当該商品及び製品、並びに仕掛品について在庫評価損を32,778千円計上し
ております。

（2）見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 見積方法

機能性食品素材として製造・販売しているイヌリン商品は、設定されている賞味
期限内での予定販売数量を用いて販売可能性を評価しております。見積りに用いる
予定販売数量は、取締役会にて承認された翌連結会計年度の販売計画を基礎として
おります。
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② 主要な仮定
販売可能性の評価に用いられる予定販売数量は、機能性食品市場の需要見込みや

類似機能を有する競合商品の販売開発状況等の一定の仮定に基づいて作成され、当
該仮定は主観性が伴うものであります。

③ 影響
見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが

必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において、追加の損失が発
生する可能性があります。

Ⅳ 連結貸借対照表に関する注記
１．顧客との契約から生じた債権及び契約資産の残高は、それぞれ以下のとおりでありま

す。
受取手形 14,122千円
売掛金 4,131,451千円
契約資産 −

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務
借主に対する敷金返還義務
担保に供している資産………土地 145,995千円
対応債務………………………預り保証金 57,980千円
なお、上記預り保証金は、固定負債の「その他」に含まれております。

３．有形固定資産の減価償却累計額 2,704,166千円
４．偶発債務

債務保証
次の関係会社について、金融機関からの借入れに対し債務保証を行っております。
DAY PLUS（THAILAND）Co.,Ltd. 76,960千円 （18,500千バーツ）
太平洋製糖㈱ 137,500千円

Ⅴ 連結損益計算書に関する注記
１．解体撤去費用

解体撤去費用については、当社の清水工場における遊休資産の解体撤去によるもので
あります。
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Ⅵ 連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度の末日における発行済株式総数

普通株式 29,748,200株
２．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2023年５月22日
取締役会 普通株式 利益剰余金 456,481 17.00 2023年３月31日 2023年６月８日
2023年10月31日
取締役会 普通株式 利益剰余金 402,777 15.00 2023年9月30日 2023年12月4日

３．当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2024年５月21日
取締役会 普通株式 利益剰余金 456,480 17.00 2024年３月31日 2024年６月10日

Ⅶ 金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については一時的な余資を安全性の高い金融資産で行
い、また、資金調達については必要な資金を銀行借入による方針であります。
デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取

引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当
該リスクに関しては、当社及び連結子会社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日
管理及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状況を１年ごとに把握する体制とし
ております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する会社の株式であり、市場

価格の変動リスク及び投資先の信用リスクに晒されておりますが、当社の取締役会に
時価や投資先の財務状況等を定期的に報告しております。
長期貸付金は、主に当社が関係会社に対し行っているものであり、当社の取締役が

当該関係会社の取締役会にて定期的な業務遂行報告を受けております。
営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日でありますが、その一部は原料糖の

輸入に伴う為替変動リスクに晒されており、当該リスクをヘッジするために為替予約
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取引を行っております。
短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であります。また、長期借入金は、主

にＭ＆Ａ及び設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであります。
デリバティブ取引の執行及び管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた

社内規程に従い、担当部門が行っております。また、定期的に取締役会に状況報告が
なされております。
なお、ヘッジ会計の方法等については「Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本とな

る重要な事項 ４．会計方針に関する事項（8）重要なヘッジ会計の方法」を参照くだ
さい。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り
込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること
があります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取
引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク
を示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこ

れらの差額については次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借
対照表計上額936,955千円）は、「その他有価証券」には含めておりません。また、現
金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資産、買掛金、短期借入
金、未払法人税等、並びに未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価格と近
似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表

計上額 時 価 差 額

（1）リース投資資産 954,138 954,138 −
（2）有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 6,448,370 6,448,370 −
（3）長期貸付金（※） 2,834,563 2,819,675 △14,887

（※）長期貸付金には、１年以内返済予定長期貸付金929,900千円（連結貸借対照表計上
額）が含まれております。
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（注１）有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）有価証券及び投資有価証券

その他有価証券の種類ごとの取得原価等、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額
については、次のとおりであります。

（単位：千円）

種 類 連結貸借対照表
計上額 取得原価 差 額

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

（1）株式 6,233,713 1,691,519 4,542,194
（2）債券 − − −
（3）その他 − − −

小 計 6,233,713 1,691,519 4,542,194

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

（1）株式 214,657 232,122 △17,465
（2）債券 − − −
（3）その他 − − −

小 計 214,657 232,122 △17,465
合 計 6,448,370 1,923,641 4,524,728

（※）取得原価は減損処理後の帳簿価額によっております。減損処理にあたっては、連結
会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損
処理を行い、30％〜50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と
認められた額について減損処理を行うこととしております。

（2）デリバティブ取引
① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。
② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。
（注２）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）
区 分 １年以内 １年超５年以内

長期貸付金 929,900 1,904,663
合 計 929,900 1,904,663
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3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場

価格により算定した時価
レベル２の時価： レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイン

プットを用いて算定した時価
レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの
インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ
ベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区 分 時 価
レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,448,370 − − 6,448,370

（2） 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区 分 時 価
レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

リース投資資産 − 954,138 − 954,138
長期貸付金 − 2,819,675 − 2,819,675
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（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
リース投資資産及び長期貸付金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び

信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に
分類しております。

Ⅷ 賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の概要

当社グループでは、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として
賃貸用のオフィスビル（土地を含む。）や住宅、事業用の土地を所有しております。

２．賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 連結決算日に
おける時価期首残高 当期増減額 期末残高

賃貸等不動産 1,746,307 △1,539 1,744,767 9,697,020
（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２）賃貸等不動産の当期増減額は、減価償却費による減少額1,539千円であります。
（注３）時価の算定方法は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書の鑑定評価額によって

おります。ただし、第三者からの取得時や直近評価時点から、一定の評価額や適切に市
場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評
価額や指標を用いて調整した金額によっております。

３．賃貸等不動産に関する当連結会計年度の損益
（単位：千円）

賃貸収益 賃貸費用 差 額
賃貸等不動産 620,776 △55,514 565,261

Ⅸ １株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 887.29円
２．１株当たり当期純利益 88.27円

（注） 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び注記事項の記載金額
は表示単位未満を切り捨てております。
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個別注記表
Ⅰ 重要な会計方針に係る事項

１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）によっております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法
（1）商品、製品、仕掛品、原材料 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切下げの方法）によっておりま
す。

（2）貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性
の低下による簿価切下げの方法）によっておりま
す。

３．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。

４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産 1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては定額法、その他の有形固定資産については定率法によっており
ます。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 13〜50年
機械装置 ８〜10年

（2）無形固定資産 定額法によっております。
なお、主な耐用年数は自社利用のソフトウェア５年であります。

5．ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。

6．引当金の計上基準
（1）貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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（2）賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額
の当事業年度負担額を計上しております。

（3）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって
おります。

②数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より損益処理することとし
ております。

7．収益及び費用の計上基準
（1）収益の認識方法

当社は、顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを認識し、これを取引単位
として履行義務を識別しております。
履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、自らの履行義務の性

質が、特定された財又はサービスを移転する前に支配し自ら提供する履行義務である
場合には、本人として収益を対価の総額で損益計算書に表示しており、特定された財
又はサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合に
は、代理人として収益を手数料又は報酬の額もしくは対価の純額で損益計算書に表示
しております。
取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に当社が権利を得ると

見込んでいる対価の金額であり、当社が第三者のために回収する額を除いておりま
す。また、顧客から取引の対価は、財又はサービスを顧客に移転する時点から概ね１
年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

（2）主な取引における収益の認識
① 商品及び製品販売に係る収益

当社では、精製糖及び液糖、食品添加物、切花活力剤、機能性食品素材などの販
売を行っております。これら商品及び製品販売に係る収益については、引き渡し時
点において、顧客が当該商品や製品に対する支配を獲得、履行義務が充足されると
判断し、収益を認識しております。

② サービス及びその他の販売に係る収益
サービス及びその他の販売に係る収益には、不動産事業における不動産賃貸収

入、受託加工などの収益が含まれております。顧客へ移転することを約束したサー
ビスの識別を行い、個別に会計処理される履行義務を識別し、履行義務が要件を満
たす場合に限り、その基礎となるサービスの履行義務の充足を一時点又は一定期間
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にわたり認識しております。
なお、これら収益は、顧客との契約において約束された対価、値引、割戻、その

他顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものでないと判断さ
れた対価を控除した金額で測定しております。

8．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等については振当処理により、特例

処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金の利息

（3）ヘッジ方針
主として原料糖の輸入取引に係る為替変動リスクを回避するために、外貨建金銭債

権債務の残高の範囲内で、また、借入金の金利変動リスクを回避するために、借入金
残高の範囲内で、それぞれヘッジ取引を行っております。
また、デリバティブ取引の利用にあたっては、当社のデリバティブ管理規程に従い

行っております。
なお、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ有効性の判定は、原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相
場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎として
判断しております。
なお、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、その判定を

もって有効性の評価を省略しております。
9．退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における
これらの会計処理の方法と異なっております。

Ⅱ 収益認識に関する注記
１．収益の分解

当社では、精糖事業、機能性素材事業、不動産事業及びその他食品事業を営んでお
り、各事業の主な財又はサービスの種類及び売上高は以下のとおりであります。
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（単位：千円）
事業名 財又はサービスの種類 売上高

精糖事業 精製糖、砂糖関連製品 13,194,356
機能性素材事業 食品添加物 187,176

機能性食品 1,706,126
切花活力剤 246,607

不動産事業 不動産賃貸等 609,219
その他食品 パン類等 3,582

（※）不動産事業は、顧客との契約から生じる収益ではない、その他の収益であります。
２．収益を理解するための基礎となる情報

「Ⅰ 重要な会計方針に係る事項 7．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであ
ります。

Ⅲ 会計上の見積りに関する注記
機能性食品事業におけるイヌリン商品及び製品の評価
（1）計算書類に計上した金額

商品及び製品 295,519千円
なお、当該商品について在庫評価損は計上しておりません。

（2）見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
連結計算書類「Ⅲ 会計上の見積りに関する注記（2）見積りの内容について計算書

類利用者の理解に資するその他の情報」に記載した内容と同一であります。

Ⅳ 貸借対照表に関する注記
１．顧客との契約から生じた債権及び契約資産の残高は、それぞれ以下のとおりでありま

す。
受取手形 14,122千円
売掛金 1,598,882千円
契約資産 −

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務
借主に対する敷金返還義務
担保に供している資産………土地 145,995千円
対応債務………………………預り保証金 57,980千円

３．有形固定資産の減価償却累計額 1,301,956千円
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４．偶発債務
債務保証
次の関係会社について、金融機関等からの借入れに対し債務保証を行っておりま
す。
Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd. 956,800千円 （230,000千バーツ）
DAY PLUS（THAILAND）Co.,Ltd. 76,960千円 （18,500千バーツ）
太平洋製糖㈱ 137,500千円

５．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 1,296,087千円
長期金銭債権 2,509,963千円
短期金銭債務 313,589千円
長期金銭債務 1,300千円

Ⅴ 損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高
（1）営業取引

売上高 2,737,482千円
仕入高等 3,150,803千円

（2）営業取引以外 121,935千円

Ⅵ 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数 普通株式 2,896,393株

Ⅶ 税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金否認額 21,651千円
貸倒引当金損金算入限度超過額 12,002千円
投資有価証券評価損否認額 10,140千円
関係会社株式評価損否認額 350,818千円
減損損失否認額 1,570千円
資産除去債務否認額 11,176千円
その他 66,943千円

繰延税金資産小計 474,303千円
評価性引当額 △399,887千円

繰延税金資産合計 74,416千円
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繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 1,432,005千円
資産除去債務対応除去費用 756千円
その他 45,732千円

繰延税金負債合計 1,478,493千円
繰延税金負債の純額 1,404,077千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項
目別の内訳
法定実効税率 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △5.8％
試験研究費に係る税額控除 △0.2％
住民税均等割 0.1％
人材確保等促進税制 △0.3％
評価性引当額の減少 △0.7％
その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.9％

Ⅷ 関連当事者との取引に関する注記
１．親会社及び法人主要株主等

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有割合
（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

その他の
関係会社
の子会社

双日食料㈱ （被所有）
直接 1.6

当社の販売代理店
原料糖の仕入先
役員の兼任

製品及び商品
の販売 10,413,173 売掛金 1,041,502
原料糖の仕入 3,845,581 買掛金 10,694

（注）１ 取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおりま
す。

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等
① 製品及び商品の販売に係る価格その他取引条件は、他の代理店と同様の条件によっ

ております。
② 原料糖の購入については、国内及び海外の粗糖相場に基づいてその価格を決定して

おります。
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２．子会社等

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有割合
（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子会社 協立食品㈱ （所有）
直接100.0

当社の販売代理店
役員の兼任

製品及び商品
の販売 2,633,218 売掛金 251,737

資金貸付 450,000 短期貸付金
長期貸付金

22,500
427,500

子会社
Fuji Nihon
Thai Inulin
Co.,Ltd.

（所有）
直接100.0

機能性商品の仕入先
機能性原材料の販売
債務保証
役員の兼任

債務保証 956,800 ― ―
機能性商品の
仕入 1,247,244 買掛金 153,679

関連会社 太平洋製糖㈱ （所有）
直接33.3

精製糖の加工委託
資金の援助
債務保証
役員の兼任

資金貸付 990,000 短期貸付金 929,900
資金回収 914,900 長期貸付金 1,902,500
債務保証 137,500

委託加工費等 1,494,583 買掛金 860
未払費用 141,963

（注）１ 取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおりま
す。

２ 債務保証は、子会社及び関連会社の金融機関からの借入れに対するものであります。
３ 取引条件ないし取引条件の決定方針等
① 協立食品㈱に対する製品及び商品の販売に係る価格その他の取引条件は、他の代理

店と同様の条件によっております。
② 協立食品㈱に対する貸付金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定し

ており、返済条件は期間20年、1年賦返済としております。
③ Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.に対する債務保証については、年率0.3％の保証

料を受領しております。
④ Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.に対する機能性商品の仕入に係る価格の取引条

件は1kg当たり97バーツとしております。
⑤ 太平洋製糖㈱に対する債務保証については、保証料を受領しておりません。
⑥ 太平洋製糖㈱に対する貸付金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定

しており、返済条件は期間５年、半年賦返済としております。
⑦ 太平洋製糖㈱に対する委託加工費等については、他の委託先と同様の条件によって

おります。

Ⅸ １株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 785.12円
２．１株当たり当期純利益 68.44円

（注） 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記事項の記載金額は表示単位未
満を切り捨てております。
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